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農業団体職場のパワーハラスメント 特集

「パワハラ」を知っている ほぼ１００％だが！

ＮＰＯ北海道勤労者安全衛生

センターは、北海道における職場

のいじめ・嫌がらせ問題（ハラス

メント）の解決促進のため、201

0年に実施された「自治労10万人

パワハラアンケート」を参考に、

2011年度から北海道の公務職

場と民間職場におけるパワハラ

の実態について、調査に取り組み

約5千名の匿名アンケートを集約

しました。

その結果は、一言でいうと、官

民問わずパワハラが存在し、少な

くとも職場の3割程度の働く仲間

が苦しんでいるという実態が明

らかになりました。同時に、その

結果からは同僚によるモラル・ハ

ラスメントも垣間見ることがで

きます。

2014年度は、北海道農団労の

ご協力をいただき、「農業団体の

職場におけるパワハラ」について

アンケート調査しました。その結

果は、ひと言で言うと、「ここも

同じ」でした。むしろ、あからさ

まなセクハラと思われる事象が

見られるなど、職場の環境整備が

必要と思われました。
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※ ２０１３年度までのアンケート結果と比較する場合、それまでの結果を「職場総計」とし、今回の結果は

「全体」としています。



- 2 -

道内の11農協職場労働組合に513枚を配布し、354枚を回収しました。回収率は69％でした。有効回答数

は344枚でした。男女比は男性70.1％、女性29.9％でした。「職場総計」は男女ほぼ同数でしたので、今回は

男性数が多いと言うことになります。年齢構成では、20代29.4％、30代34.0％、40代21.8％、50代13.

4％、60代0.3％です。雇用形態では、非正規職員の比率は7.9％でしたが、性別では男性の97.5％、女性の

79.4％が正規職員でした。

今回の特徴としては、全体では管理職が4.4％と他のアンケート結果（0.2％程度）と比べて特に大きいことに

ありました。

１．パワハラの被害を受けた 男性３１．７％、女性２７．５％と、過去の集計より若干低い！

「パワハラ」の言葉はほぼ全員が知っていました。ただ

し、男性の12.５％と女性の17.5％（全体で14％）が「言

葉だけ知っていた」としていますが、これは北海道の職場全

体集計（以降、「職場総計」と表記）と比較すると若干多く

なっています。職場できちんと討議する必要があります。

パワハラの被害を受けた経験は全体で30.4％と、「職場総

計」より7％ほど低くなりました。この内訳は、「重大なパワ

ハラ」と感じたのは全体で3.2％で、男性4.2％、女性1.0％

でした。また、「重大かどうか分からないが受けた覚えがあ

る」では、男性の19.6％、女性の16.7％となっています

が、「過去3年間以前に受けた」では男性7.9％、女性9.8％

が経験ありと答えており、3年以前に限定しない今までの経

験では、男性31.7％、女性27.5％が「受けた」としていま

す。

２．「些細なミスをしつこく叱る」が１４．７％でトップ

受けたパワハラの内容としては、男女別では男性が「些細なミスをしつこく叱る（18.9％）」、「意向を無視し

た一方的な指示・命令（16.1％）」、「大声で感情的に叱る（16.0％）」の順で多くなっています。女性では、「大

声で感情的に叱るのを見聞きした（24.5％）」、「些細なミスをしつこく怒るのを見聞きした（23.8％）」、「無能

扱いしたりわざと低い評価をするのを見聞きした（16.0％）」となって、自分が受けることよりも「見聞きし

た」という経験が多くなっています。これは、その職場でこれらのことが日常的であることを意味しています。

また、「職場総計」と相違が明確であったのは「暴力や身体的虐待を加える」が2.7％あったことで、「職場総

計」では1.0％ですから、明らかに暴力や虐待が目に付くほどと言えます。これはどのような組織であっても許

容できないことです。

３．パワハラの行為者は直属上司がトップ！ただし、女性では先輩・同僚のパワハラも４０．７％

パワハラを受けた経験のある人に「その行為者は」と複数回答で求めたところ、男性の62.2％が「直属の上

司」でしたが、「その他の上司」も27.0％となりました。また、女性は「直属の上司（40.7％）」と比較的低か

ったのですが、同率で「同僚」と答えています。これはパワハラと言うより、モラル・ハラスメント（嫌がら

せ）ではないかと思われます。

回答からは、上司・先輩・同僚の複数からハラスメントを受けていることが伺われます。また、「職場総計」と

の比較では、「その他の上司」からのハラスメントが多くなっており、少人数職場において業務関係を越えたハラ

スメントと言えます。
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４． パワハラを受けたそのときどう対応したか ４１．０％が「何もしなかった」

「何もしなかった」は全体で41.0％で、これは「職場総計」と同率でした。その「何もしなかった」理由を求

めると、「何をしても解決にならない」が全体で61.0％と「職場総計」より8％ほど高かったのですが、性別で

は男性が「何をしても解決にならない」が63.3％と特に高く、また女性は「仕事を辞めたくなかったから」が

45.5％と「職場総計」にくらべ非常に高かったことから、職場ではあきらめの気持ちでいなければ職を失うとい

う恐怖が強く働くようで、これらの気持ちを職場で労働組合がつかむことが大事です。

５．相談先は「組合が外部に設置した窓口」が一番多い ５４．１％

パワハラを受けた時などの相談先については、職場内部の窓口よりも、

労働組合や当局のどちらが設置しても「外部の相談窓口」の方が信頼され

ているようです。

その理由としてあげたのは、一番心配することが「プライバシーが守ら

れるか（男69.8％、女77.0％）」だからでしょう。これは「職場総計」で

も変わらない傾向です。気になるのは、相談するというなかでも「周囲の

目が気になる（41.6％）」があげられます。これは「職場総計」より13％

高い数値でした。

６．パワハラは「職場全体の人間関係を悪化させる」７０．３％、「仕事の能率を下げる」４８．４％

パワハラについて「どう思うか」を問いました。「重大な人権侵害」と考える人がほぼ90％で、女性の方がそ

う考える人が多くありました。一方、「加害者の個人の問題」と思う人も半数以上いました。いずれにしても「人

間関係を悪化させ、能率を下げる」と考える人が7割を超え大多数です。

「受ける方にも問題がある（男35.2％、女29.4％）」は「職場総計」と比較して多めであり、「どこまでがパ

ワハラで、どこまでが指導か」という根本的な理解をもう一度考えてみる必要があります。

７．自由回答から見えるものは職場の叫び

Ｑ２（職場での言動）に関する自由回答（以降、ＦＡと表記）では、「相談をしても馬鹿にして、ハナで笑う上

司。話にならん。」「立場を利用した男女交際の押し付け。」「上司の気に入った人以外は、キツイ仕事につかされ

る。」など、実体験が生々しく書かれています。

また、Ｑ１２（取り組み必要性）に関するＦＡでは、「『こういう行為はパワハラとなる』という事例を職場全

体の人間が理解しなければならない。」「男尊女卑の傾向が強い。」「能力のない上司から能力のない部下が育てら

れる」という問題点の指摘をはじめ、「発覚した場合の即断即決性の高い判断と厳しい処分と決定」という正論が

きちんと述べられていました。

さらに、総括的なＦＡでは、「トップの人間が人事を自由に決めている。適材適所にはなっていない。」「人を評

価すべき上司が、人に評価されてこなかった事による悪い連鎖を終わらせてほしい。」などなど。

８．総括 パワハラのみならずセクハラの根絶が緊急課題です。

全体としては、自治労の10万人パワハラ・アンケートや「北海道における職場アンケート（職場総計）」と大

差ない実態が見えてきました。いやむしろ農業団体職場においては、パワハラはもちろんあるものの、セクハラ

の要素が強烈ではないかとの印象を受けました。

アンケートから読み取れることは、パワハラそのものについて、ほとんどが「人権侵害」と感じていますが、

一方で、「あまり神経質にならなくても・・」や「仕事上の指示がやりにくく・・」「受ける方にも問題が・・」
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などの回答が2～3割あり、そう思うのは受けたことがない人ばかりかというと、「重大な・・」や「重大かどう

か・・」の回答者の中にも見られ、「パワハラは許せないが、雰囲気の良い安心して働ける職場」を望んでいると

もとれます。

また、セクハラについては、すでに対応指針や判断基準が明確になっているものであり、加害者は“職を失う

こともある”ことを明確に各職場で共通認識にすべきです。

では、私たち労働組合としてなすべきことは何かについて考えます。

１．トップが明確にハラスメント防止を発信する（させる）

ひとつはパワハラを見逃さないことです。継続してパワハラやセクハラを行う加害者（管理者・同僚）には

ルールに沿って、矯正あるいは排除する必要があります。これは同僚による「モラル・ハラスメント」でも同様

です。そのためには、組織のトップが、明確に、そして継続的に、ハラスメント防止の方針を発信し周知するこ

とが必要です。

２．被害者の救済徹底と責任の追及

二つ目には、それでも年齢等の意識ギャップや職業生活における経験の違い、性別の違いからパワハラやセク

ハラが起きてしまうことはあるのが現実ですから、被害者を徹底して守り抜く決意を組織として明確にすること

です。必要であれば必ず治療に向かわせることや、業務上災害としての取り扱いなどに躊躇せず行動することで

す。被害者が「どうせ何も変わらない」という心理状態（学習性無力感）に陥らないようにすべきです。

３．巡思とストレス度合いの把握 相談先を明確に

三つめは、そのためには、職場の「巡思」（巡視＋コミュニケーション）を強化するとともに、安全衛生委員会

での取り組み強化、職場のストレス度合いを常に把握する活動、被害者の受け皿である「相談窓口」を積極的に

設置する（させる）ことです。

アンケートを通じて、私たちの仲間である職場の組合員は、「快適な職場でいい仕事をしたい」と思っています。

これを実現するのは「職場環境配慮義務」と言う安全配慮義務として管理当局の責任ではありますが、私たち労

働組合が目指す姿でもあります。

一番大事なことは、「何がパワハラ・セクハラにあたり、何がそうでないか」を気軽に職場で、職制・管理者を

含め話し合えるルールを作ることだと思います。そのためには、判例などに基づく「判断基準の共通認識の学習

会」や「職場改善グループワーク」に取り組むことをおすすめします。

◇２０１５年度総会

５月１９日 １３：００～１４：００ 北海道自治労会館 ３階 中ホール

◇第２０回全道セイフティネットワーク集会

５月１９日 １４：１５～１６：３０ 北海道自治労会館 ３階 中ホール

テーマ「メンタル・脳心臓疾患・がん

３大疾病と職場の対応～復帰と離職回避のために」

講師 北星学園大学文学部 心理・応用コミュニケーション学科

大島 寿美子 教授 他


